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防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。
通話料は無料です。

●防災行政無線
　テレホンサービス
0120-840-225

■保険料の変更内容

■均等割額の軽減措置

軽減後の均等割額軽減対象世帯となる所得基準軽減割合

33万円以下で、同一世帯内の被保険者全員が
年金収入80万円以下（他の各種所得なし）9割

33万円以下8.5割

33万円＋24万5千円×被保険者数以下5割

4,240円

6,360円

21,220円

33,950円33万円＋45万円×被保険者数以下2割

変更前
(平成24・25年度)

変更後
(平成26・27年度)

均等割額

所得割率

限 度 額

41,860円

8.25％

55万円

42,440円

8.29％

57万円

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
、

約
５
割
が
公
費
（
国
・
県
・

市
）
、
約
４
割
が
現
役
世
代

か
ら
の
支
援
金
で
ま
か
な
わ

れ
て
い
ま
す
。
残
り
の
約
１

割
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ

ん
が
納
め
る
保
険
料
で
あ

り
、
大
切
な
財
源
で
す
。

保
険
料
は

大
切
な
財
源
で
す

※被用者保険の被扶養者であった方の軽減および所得割額の軽減は、従来どおりです。詳しく
は、国保年金課（☎○内835）または埼玉県後期高齢者医療広域連合（☎048-833-3120）へお問
い合わせください。

　

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
今
後
見
込
ま
れ
る
費
用
と
収
入

の
状
況
な
ど
に
基
づ
き
、
2
年
ご
と
に
保
険
料
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
こ
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
平
成
26
年
度
と
平
成
27
年
度
の
保
険
料

が
次
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
26
・
27
年
度
の
保
険
料

な
ど
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

■保険料の計算方法
（所得割率）  （均等割額）

（前年の総所得金額 － 基礎控除33万円） × 8.29％ ＋ 42,440円 ＝ 年間保険料

□問
国
保
年
金
課
☎
○内
８
３
５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
改
定

一定所得以下の方に対する保険料（均等割額）の軽減措置があります。

と
な
っ
た
県
内
在
住
の
方

給
付
額　

子
ど
も
１
人
に
つ
き
10
万
円

（
１
回
の
み
）

※
申
請
書
類
は
、
市
内
小
・
中
・
高
等
学

校
お
よ
び
市
交
通
防
災
課
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

□問
県
防
犯
・
交
通
安
全
課
☎
048
・
830
・

２
９
５
８

　

市
町
村
ご
と
に
設
置
す
る
ブ
ー
ス
で
、

市
町
村
の
特
色
や
職
員
の
募
集
状
況
な
ど

に
つ
い
て
、
人
事
担
当
者
か
ら
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
ま
す
（
八
潮
市
も
ブ
ー
ス
を

設
置
予
定
）
。

　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

hitozukuri.or.jp/navi/event/

）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

□日
７
月
10
日
㈭　

午
後
１
時
〜
６
時
（
入

場
は
午
後
５
時
ま
で
）

□場
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
（
Ｊ
Ｒ

京
浜
東
北
線
・
宇
都
宮
線
・
高
崎
線
さ
い

た
ま
新
都
心
駅
下
車
徒
歩
す
ぐ
）

□費
無
料

※
事
前
予
約
不
要

□問
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合

☎
048
・
664
・
６
６
８
１

　

子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

題
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
、
全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
110
番
」
強
化
週
間
を
設

定
し
、
電
話
相
談
の
受
付
時
間
を
延
長
す

る
な
ど
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
子
ど
も

た
ち
か
ら
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

□日
６
月
23
日
㈪
〜
29
日
㈰　

午
前
８
時

30
分
〜
午
後
7
時
（
土
・
日
曜
日
は
午
前

10
時
〜
午
後
５
時
）

□内
電
話
相
談　

０
１
２
０
・
007
・
110
（
Ｉ

Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
）

相
談
担
当
者　

法
務
局
職
員
、
埼
玉
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
子
ど
も
人
権
委
員
会

委
員
（
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
）

□問
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
048
・
859
・
３
５
０
７

□申
６
月
14
日
か
ら
７
月
10
日
ま
で
に
、

窓
口
ま
た
は
電
話
で
文
化
協
会
事
務
局

（
八
幡
公
民
館
内
☎
995
・
６
２
１
６
）
へ

□日
７
月
６
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

□場
八
潮
メ
セ
ナ
ホ
ー
ル

□内
成
果
発
表

□費
無
料

□問
文
化
協
会
事
務
局（
八
幡
公
民
館
内
）

☎
995
・
６
２
１
６

①
学
童
保
育
所

□日
月
〜
金
曜
日　

午
前
８
時
〜
午
後
６

時
30
分
の
う
ち
７
時
間
45
分

□場
学
童
保
育
所
７
カ
所
（
わ
か
く
さ
・

お
お
そ
ね
・
や
わ
た
・
や
な
ぎ
の
み
や
・

お
お
ぜ
・
だ
い
ば
ら
・
は
ち
じ
ょ
う
）

□内
学
童
保
育
指
導
員
の
補
助（
小
学
校
１

年
生
〜
３
年
生
の
保
育
）

□定
15
人
程
度
（
面
接
に
よ
り
選
考
）

②
児
童
館

□日
木
〜
火
曜
日
（
水
曜
日
休
館
）　

午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

□場
だ
い
ば
ら
児
童
館
（
わ
ん
ぱ
る
）

□内
児
童
館
管
理
の
補
助（
受
付
、お
も
ち
ゃ

な
ど
の
貸
し
出
し
、
児
童
館
内
の
整
理
・

整
頓
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
の
補
助
）

□定
若
干
名
（
面
接
に
よ
り
選
考
）

―
①
②
共
通
―

□対
７
月
19
日
か
ら
８
月
31
日
ま
で
の
う
ち
、

継
続
し
て
10
日
間
以
上
勤
務
で
き
る
18
歳

か
ら
50
歳
位
ま
で
の
方
（
学
生
可
、
た
だ

し
高
校
生
を
除
く
）

賃
金　

時
給
850
円
（
保
育
士
･
教
員
な
ど

の
有
資
格
者
は
950
円
）

□申
６
月
25
日
（
必
着
）
ま
で
に
、
八
潮

市
臨
時
職
員
登
録
票
（
写
真
貼
付
）
、
資

格
証
（
有
資
格
者
の
み
）
、
を
窓
口
ま
た
は

郵
送
で
子
育
て
支
援
課
（
☎
○内
４
８
０
）
へ

※
選
考
結
果
は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
26
年
第
２
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
６
月
２
日
㈪
か
ら
19
日
㈭
ま
で
開
会
し

て
い
ま
す
。

一
般
質
問
日　

６
月
16
日
㈪
〜
18
日
㈬

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
仕
事
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と

□定
各
日
42
人
（
当
日
先
着
順
）

□問
議
事
調
査
課
☎
○内
２
７
７

●
第
１
回
八
潮
市
検
診
等
に
関
す
る
専
門

部
会
の
傍
聴

□日
６
月
24
日
㈫　

午
後
1
時
30
分
〜
２
時

30
分

□場
保
健
セ
ン
タ
ー

□内
平
成
25
年
度
が
ん
検
診
の
報
告
に
つ
い

て□定
５
人
（
当
日
先
着
順
）

□問
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
995
・
３
３
８
１

●
第
１
回
八
潮
市
社
会
教
育
審
議
会
の
傍

聴□日
６
月
26
日
㈭　

午
前
10
時
〜
正
午

□場
教
育
委
員
会
会
議
室
（
市
役
所
別
館
）

□内
平
成
25
年
度
社
会
教
育
事
業
報
告
な
ど

□定
10
人
（
当
日
先
着
順
）

□問
社
会
教
育
課
☎
○内
３
６
５

●
第
１
回
八
潮
市
健
康
と
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会
の
傍
聴

□日
７
月
２
日
㈬　

午
後
1
時
15
分
〜
２
時

30
分

□場
保
健
セ
ン
タ
ー

□内
八
潮
市
食
育
推
進
計
画
の
見
直
し
に
つ

い
て
、
平
成
26
年
度
健
康
ス
ポ
ー
ツ
ま
つ

り
に
つ
い
て

□定
５
人
（
当
日
先
着
順
）

□問
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
995
・
３
３
８
１

●
第
１
回
八
潮
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
運
営
協
議
会
の
傍
聴

□日
７
月
３
日
㈭　

午
後
1
時
30
分
〜
３
時

□場
保
健
セ
ン
タ
ー

□内
平
成
25
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決

算
報
告
に
つ
い
て
、
平
成
26
年
度
事
業
計

画
お
よ
び
収
支
予
算
案
に
つ
い
て

□定
５
人
（
当
日
先
着
順
）

□問
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
995
・
３
３
８
１

●
第
１
回
八
潮
市
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進

審
議
会
の
傍
聴

□日
７
月
10
日
㈭　

午
後
２
時
〜
４
時

□場
八
潮
メ
セ
ナ
会
議
室

□内
第
５
期
八
潮
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

・
介
護
保
険
事
業
計
画
な
ど
に
つ
い
て

□定
10
人
（
当
日
先
着
順
）

□問
長
寿
介
護
課
☎
○内
４
４
８

　

任
期
満
了
に
伴
う
八
潮
市
農
業
委
員
会

委
員
一
般
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。

□日
▼
告
示
＝
８
月
２
日
㈯
▼
投
票
＝
８
月

９
日
㈯

□対
▼
投
票
で
き
る
方
＝
平
成
６
年
４
月
１

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
農
業
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
引
き
続

き
住
所
を
有
し
て
い
る
方
（
平
成
26
年
１

月
１
日
現
在
で
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
登
載
申
請
書
を
農
業
委
員
会
に
提

出
し
、
承
認
さ
れ
た
方
）
▼
立
候
補
で
き

る
方
＝
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
に

登
載
さ
れ
る
要
件
を
満
た
し
、
平
成
６
年

８
月
10
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

立
候
補
予
定
者
説
明
会

□日
７
月
15
日
㈫　

午
後
２
時
〜

□場
市
役
所
第
２
会
議
室

立
候
補
届
出
日

□日
８
月
２
日
㈯　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時

□場
選
挙
管
理
委
員
会

□問
選
挙
管
理
委
員
会
☎
○内
２
６
４

　

施
設
内
の
害
虫
消
毒
を
行
う
た
め
、
休

館
し
ま
す
。

□日
７
月
５
日
㈯

□問
寿
楽
荘
☎
995
・
２
８
４
７
、
す
え
ひ
ろ

荘
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
☎
936
・
９

１
８
１

　

家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
た
場
合
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。
そ
の
税
額
を
算
出
す
る
た
め
、
市

の
職
員
に
よ
る
「
家
屋
調
査
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
家
屋
の
内
部

（
間
取
り
・
設
備
）
な
ど
を
拝
見
し
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
家
屋
、

取
り
壊
し
を
し
た
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

□問
資
産
税
課
☎
○内
３
０
２　

　

「
平
成
26
年
経
済
セ
ン
サ
ス
―
基
礎
調

査
・
商
業
統
計
調
査
」
が
全
国
一
斉
に
行

わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ
い
て
実

施
さ
れ
る
国
の
重
要
な
調
査
で
、
７
月
１

日
現
在
で
行
い
、
わ
が
国
の
産
業
構
造

や
、
従
業
員
規
模
な
ど
の
基
本
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
対
象
は
、
店
舗
や
工
場
、
会
社
な

ど
の
す
べ
て
の
事
業
所
で
す
。

　

６
月
下
旬
か
ら
、
調
査
員
証
を
携
帯
し

た
調
査
員
が
調
査
票
の
記
入
を
お
願
い
に

伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の

行
政
施
策
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
し
て
活

用
さ
れ
ま
す
。
調
査
票
は
、
法
律
に
よ
り

統
計
上
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は

固
く
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
各
事
業
所
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
も
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。

□問
企
画
経
営
課
☎
○内
２
３
３

　

パ
ソ
コ
ン
操
作
の
相
談
を
受
け
ま
す
。

□日
▼
６
月
11
日
、
７
月
９
日
（
各
水
曜
日
）

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分
▼
６
月
22

日
、
７
月
27
日
（
各
日
曜
日
）　

午
後
１

時
30
分
〜
３
時
30
分

□場
や
し
お
生
涯
楽
習
館
工
作
室

□持
パ
ソ
コ
ン
（
お
持
ち
の
方
の
み
）

□定
各
10
人
（
当
日
先
着
順
）

□費
100
円

□問
や
し
お
生
涯
楽
習
館
☎
994
・
１
０
０
０

　

県
内
在
住
の
交
通
遺
児
等
を
対
象
に
、

援
護
一
時
金
を
給
付
し
て
い
ま
す
。

□対
平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
、
交
通
遺
児

等
（
18
歳
以
下
の
方
で
、
そ
の
保
護
者
の

一
方
ま
た
は
双
方
が
交
通
事
故
に
よ
り
、

死
亡
ま
た
は
重
い
障
が
い
を
負
っ
た
方
）

八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴

会
議
の
開
催

八
潮
市
農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙

家
屋
調
査

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
楽
荘
・

す
え
ひ
ろ
荘
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
臨
時
休
館

交
通
事
故
被
害
者
の
ご
家
族
へ

の
援
護
金

埼
玉
県
内
市
町
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